
○地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧に関する規則 

昭和５３年６月１日 

規則第２６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地価公示法施行令（昭和４４年政令第１８０号）第１条

第１項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面及び標準地の

所在を表示する図面（以下「図書」という。）の閲覧に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（閲覧の場所） 

第２条 図書の閲覧の場所（以下「閲覧所」という。）は、都市局建築部宅地

課、区役所及び市民センターとする。 

（昭和５８規則１９・平成３規則２７・平成４規則２９・平成７規則

３４・平成９規則５１・平成２８規則２１・一部改正） 

（閲覧時間及び休日） 

第３条 図書の閲覧時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 閲覧所の休日は、千葉市の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第１号）

第１条第１項各号に掲げる日とする。 

（平成４規則２９・平成４規則１２７・平成１９規則３３・令和７規

則６９・一部改正） 

（閲覧所の臨時休日等） 

第４条 市長は、図書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を

設け、又は閲覧時間を伸縮することができる。この場合においては、あらか

じめその旨を閲覧所に掲示する。 

（平成４規則２９・旧第５条繰上） 

（閲覧の料金） 

第５条 図書の閲覧は、無料とする。 



（平成４規則２９・旧第６条繰上） 

（閲覧の手続） 

第６条 図書を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に、閲覧者の住所、職

業、氏名その他必要な事項を記入し、閲覧の申請をしなければならない。 

（平成４規則２９・旧第７条繰上） 

（閲覧所以外の場所での閲覧の禁止） 

第７条 閲覧者は、指定された閲覧所以外で図書を閲覧してはならない。 

（平成４規則２９・旧第８条繰上） 

（閲覧の停止等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止

することができる。 

（１）この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者 

（２）図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者 

（３）他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 

（平成４規則２９・旧第９条繰上） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年３月３１日規則第１９号） 

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月３０日規則第２７号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月３１日規則第２９号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年１０月２１日規則第１２７号） 

この規則は、平成４年１１月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月３０日規則第３４号） 



この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年７月２５日規則第５１号） 

この規則は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第３３号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２１号）抄 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１２月２４日規則第６９号） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 


